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福岡市立博多市民センター運営審議会要綱 
 
（目的） 

第１条 この要綱は，福岡市立市民センター条例施行規則第３０条第２項の規定に基づ

き，福岡市立博多市民センター運営審議会（以下「審議会」という。）の運営に関し，

必要な事項を定めることを目的とする。 
 
 （組織） 
第２条 審議会の委員の定数は，１５人以内とする。 
 
（委員の任期） 

第３条 審議会の委員の任期は，２年とする。ただし，補欠委員の任期は，前任者の残任期

間とする。 
２ 委員は，再任されることができる。 
 
 （委員長及び副委員長） 
第４条 審議会に，委員長及び副委員長を置く。 
２ 委員長及び副委員長は，委員のうちから互選する。 
３ 委員長は，審議会を総理し，審議会を代表する。 
４ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故があるとき，又は委員長が欠けたときは，

その職務を代理する。 
 
 （会議） 
第５条 審議会の会議は，館長が必要と認めるときに招集する。 
２ 委員長は，会議の議長となり，議事を司会する。 
３ 審議会の議事は，出席委員の過半数で決し，可否同数のときは議長の決するところによ

る。 
 
   附 則 
（施行期日） 

第１条 この要綱は，平成２８年４月１日から施行する。 
 （経過措置） 
第２条 この要綱の施行の際，現に審議会の委員である者は，この要綱の施行の日に第３条

の規定による審議会の委員になったものとみなし，その任期は同条の規定による残任期

間と同一の期間とする。 
 



○福岡市立博多市民センター運営審議会傍聴要領 

 

 

（傍聴の手続） 

第１条  運営審議会の会議を傍聴しようとする者は，会議の開催の１５分前までに整理番

号票（別紙様式）の交付受け，係員の指示に従って，傍聴席に着かなければならない。 

 

（定員） 

第２条  傍聴を希望する者が定員（１０名）を超える場合には，抽選により決定する。 

 

（入場の制限） 

第３条  次の各号のいずれかに該当する者は，入場することができない。 

  （１）酒気を帯びていると認められる者  

  （２）会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者 

  （３）前２号に掲げるもののほか，会議を妨害し，又は他人に迷惑を及ぼすと認められる

者 

 

（傍聴人の守るべき事項） 

第４条  傍聴人は，次の事項を守らなければならない。 

（１）みだりに傍聴席を離れないこと。 

（２）私語，談話，拍手等をしないこと。 

（３）議事に批評を加え，又は賛否を表明しないこと。 

（４）携帯電話，パソコン等の情報通信機器の電源を切ること。 

（５）前各号に掲げるもののほか，会議の妨害となるような行為をしないこと。 

 

（撮影等の禁止） 

第５条  傍聴人は，傍聴席において写真等を撮影し，又は録音をしてはならない。ただし，

特に議長の許可を得た者は，この限りではない。 

 

（退場） 

第６条  傍聴人は，公開できない議事の場合，又は議長から退場を命じられたときは，速や

かに退場しなければならない。 

 

（その他の指示） 

第７条  この要領に定めるもののほか，傍聴人は議長の指示に従わなければならない。 

 


